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日本下水道施設業協会 令和２年度 事業計画 

 

Ⅰ．事業計画の概要  

 

１． 下水道施設業を取り巻く状況 

 深刻な我が国の財政状況の下、都市の排水・公衆衛生・水質保全・資源利用など社会の重大かつ基本

的機能を担う下水道事業は、人・モノ・カネとも厳しさを増しており、新下水道ビジョン加速戦略の策

定、下水道法一部改正、PFI法改正等と矢継ぎ早に施策が進められており、それらのいずれにおいても民

間活用の推進が求められています。 

 

 下水道事業予算（総事業費）は、平成10年度の約4.8兆円をピークに社会保障関係費の増加と税収の

減少等の影響により国費による支援が抑制された結果、整備された多くの下水道設備が老朽化し改築更

新期を迎える一方、社会資本整備総合交付金（以下「交付金」）が地方公共団体の要望に対し不足する状

況が続き、平成 22年度以降は 1.5兆円程度で推移しています。「防災･減災､国土強靭化のための 3か年

緊急対策」(-R2)による交付金増額も、令和2年度当初予算案では、個別補助金への切出し等で減額され

ています。更には、「国費による支援（交付金）は、未普及の解消と雨水対策に重点化していくべき」と

いう財政制度等審議会建議により、地方公共団体における下水道財政の更なる逼迫と共に下水道設備の

改築更新の更なる先送りが懸念されるところです。国費による支援の重点化については、関連事業者団

体のみならず地方公共団体並びに地方議会も、汚水処理に係る改築更新に対する国費による支援の継続

と当該国費の確保について要望が行われ、持続可能な下水道経営のあり方が議論されています。 

 

 一方、老朽化が進み需要が拡大する改築更新工事については、処理機能を維持し供用しながらの現場

施工を要すことから代替仮設や切り回しなど新設・増設工事と比較して困難が多く、採算性の悪化が指

摘されていましたが、それに加え東日本大震災の復旧・復興事業、オリンピック建設特需等も加わり人

手不足は厳しさを増し人件費・資材等が高騰し、まだまだ厳しい状況は続いています。 

 下水道施設にも大きな被害を与えた台風19号をはじめ、地球温暖化とともに近年、豪雨が頻発してお

り、対策の強化が求められています。 

 

 こうした状況を踏まえ、日本下水道施設業協会は、下水道事業への継続的な投資、下水道経営の効率

化及び省エネ・創エネ・資源利用に資する技術の向上・研鑽、適正な利潤確保に向けて、諸課題の解決

について関係機関と連携して取り組んでまいります。 

 

２． 事業執行に関わる諸課題解決への取り組み 

 未普及の解消と雨水対策のみならず、老朽化が深刻な汚水処理に係る下水道設備の計画的改築更新と

省エネ・創エネ・資源利用等に必要な事業費が確実に確保されるよう、会員意見などをもとに、国、日

本下水道事業団（以下「事業団」）、地方公共団体への提言活動や意見交換等を積極的に行ってまいりま

す。 
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１） 持続可能な下水道事業の推進 

 改築更新等に必要な事業費の確保に加え、生産性向上・働き方改革、新技術の開発･積極的な採用

に向けて、国・地方公共団体等への積極的な働きかけを行います。また、災害時支援体制の確立に

向け、災害時における緊急工事協定など官民連携を進めます。 

 

２） 改築更新時代に対応した設計積算 

 近年、発注工事の 2/3 が、現場条件が複雑で手間も多い改築更新工事となっていることから、こ

れらに応じた設計積算と必要な設計変更が確実に実行されるよう、具体例も踏まえて訴えかけを行

います。 

３） 入札契約制度運用等の改善 

 改正公共工事品確法の運用指針を受けて、公共工事の適正な契約に向けて、予定価格事前公表の

廃止や、技術力を重視した契約制度の充実等を働きかけます。 

４） 循環型・低炭素社会の構築とグローバル化への対応 

 社会ニーズの変化に応じて技術革新が進む中、指針の適宜改訂等に向け、必要な技術資料の収集・

整理・提供を進めます。 

 また、グローバル化が進む中で、国内での円滑な事業執行、我が国の技術による世界の水・環境

問題解決への貢献に向け、水分野の国際標準化への対応を行います。 

 

３． 広報･普及啓発への取り組み 

 下水道事業の財源が大きく不足する中、日頃見えにくい下水道整備の必要性と下水道の持つバリュー

の大きさを分かり易く情報発信し、広く国民の理解を得ることは益々重要性を増しております。また、

その効果を高めるためにも発信力を高め相応しいプレゼンスの向上を目指します。 

１） 広報活動 

 技術紹介を含むＷｅｂサイトや機関誌（年2回）、他協会と連携した新聞発行、有志による一般向

広報等によって、地方公共団体などへ、新たな動きを含めた情報発信を行います。 

２） 普及啓発活動等 

 下水道の創エネ･省エネ・資源化等を推進する「循環のみち研究会」セミナーや入札契約制度につ

いての公開講座の開催、会員向けに制度改正等の周知・安全管理等の講習・会報発行等を行うとと

もに、関係事業者団体・下水道広報プラットホーム(GKP)等と連携した展示会活動などを行います。

また、下水道界への優秀な人材の確保に向けた会員の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 


